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循環経済への移行に向けた国際的な動き

循環経済の取組が加速化し、製品への再生材利用義務化などの制度・規制等も次々と導入。
End of Life Vehicles規制案(2025/12/11)：新車製造にプラスチック再生材の適用義務化

15％（施行後6年後） → 25％（施行後10年後） うち20％は自動車→自動車
重要鉱物のサプライチェーン強靱化を念頭に、EU域内での資源循環を強化。

EU

世界的な企業の中ではブランド価値向上の観点から再生材を利用する動きが加速。

自社製品の回収を進めることで、自社サプライチェーン内での再生材の資源循環を強化。

グローバル企業

●2024年、資源循環を推進する官民出資の中国資源循環集団を設立。

●これにより、国家レベルの資源回収・再利用プラットフォームを構築。

中国

2023年、民間企業の行動指針である「循環経済及び資源効率性原則（CEREP）」を策定。

2025年、「重要鉱物行動計画」を採択。リサイクルの多角化、国内実施も行動の1つに位置付け。

G7
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資源循環・廃棄物リサイクル政策の歴史的な流れ

適正処理
（環境保全＋公衆衛生）

品目ごとの適正処理・リサイクル

1970 廃棄物処理法

1991 資源有効利用促進法

1995 容器包装リサイクル法
1998 家電リサイクル法
2000 建設リサイクル法
2000 食品リサイクル法
2002 自動車リサイクル法
2013 小型家電リサイクル法
2018 シップリサイクル法

太陽光パネル・リサイクル

見直し議論中
不適正ヤード/災害廃棄物/PCB

見直し議論中

検討中

見直し議論中

見直し議論中

2021 プラスチック資源循環法
2024 再資源化事業等高度化法

2025 資源有効利用促進法（改正）
素材リサイクル・分野問わない動静脈連携

更に大規模な資源循環の実現へ
地域など面的に見た資源循環の実現/大規模かつ高度な再生資源の拠点ネットワーク構築/

様々な主体の連携（動静脈、産官学金…）

最近の政策動向
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循環経済に関する関係閣僚会議

2024年７月30日 第１回
・第五次循環型社会形成推進基本計画案

～循環経済を国家戦略に～

2024年12月27日 第２回
・「循環経済への移行加速化パッケージ」を会議決定

会議構成員
議長 ：内閣官房長官
副議長：経済産業大臣、環境大臣
構成員：内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、

内閣府特命担当大臣(地方創生) 、
農林水産大臣、国土交通大臣

国内外一体の高度な資源循環ネットワークの構築
資源循環市場の創出拡大に向けた国内外のルール形成

地域の循環資源を生かした豊かな暮らしと地域の実現
資源循環自治体フォーラムの創設など
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資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築

国内資源循環の現状イメージ 資源循環ネットワークと拠点のイメージ

高品位の再生材の流通量拡大に向け、資源循環産業と製造業を繋ぐネットワーク形成や拠点
構築が必要。
主要な循環資源を対象として、課題やニーズの洗い出し・課題解決策検討をケーススタディ

プラスチック、鉄スクラップ、アルミスクラップ、銅スクラップ、 e-scrap、有機系廃棄物（廃食用
油等）、自動車、リチウムイオン電池、太陽光パネル、風力発電設備など。



実証ステージ検討ステージ

再資源化ビジネスの創出

全都道府県・市町村からなる「資源循環自治体フォーラム」を活用した自治体・企業・スタートアップ等のマッチングや、これと連携したビジョン
作成、モデル実証、中核人材育成、技術実証・設備投資の促進、市町村の施設整備等の支援を通じ、資源循環ビジネス創出を支援する。

50自治体
公募

自治体CE診断 / ビジョン・モデル作成

・ 現状把握
・ ポテンシャル
・ 改善提案

CEガイダンスの提供

CEビジョンの策定

・ 持続可能な地域社会
・ 安心で豊かなくらし
・ 活力ある産業と経済

中核人材養成プログラム
・プロジェクトマネージャーの役割
・地域課題の整理、分析方法
・地域情報の把握方法
・効果的な広報戦略

支援ツールの整備

効果算定

モデル実証事業
地域課題にCEの取組でアプローチする

循環型ビジネスモデル構築実証事業を創出。

【地域の主な課題】
・地域経済の衰退
・地域コミュニティの希薄化
・廃棄物処理コストの負担
・森林資源の荒廃

【CEの取組】
・省資源・廃棄物の発生抑制
・製品等の長期使用・有効利用
・資源の循環利用・再生利用
・再生可能資源の利用

（例）地域課題である放置竹林の問題を解決するため、竹を主材料とした魅力
的な商品の製造、販売を実施。製造工場では、地域の人材の雇用を創出。
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類型別

支援企業
公募

プレイヤー

14自治体
公募
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• 廃棄物処理法における各種許可手続きを不要とする等の特例

＜➀事業形態の高度化＞ ＜③再資源化工程の高度化＞
製造側が必要とする質・量の再生
材を確保するため、広域的な分別
収集・再資源化の事業を促進

＜②分離・回収技術の高度化＞
再生材を回収する分離・回収技術
の高度化に係る施設設置を促進

温室効果ガス削減効果を高めるた
めの高効率な設備導入等を促進

例：AIを活用した高効率資源循環例：太陽光パネルのガラスと金属の完全リサイクル例：ペットボトルの水平リサイクル
画像出典：PETボトルリサイクル年次報告書2023 (PETボトルリサイクル推進協議会) 画像出典：太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン 画像出典：産業廃棄物処理におけるAI・IoT等の導入事例集

2025年11月21日 全面施行

再生材の質と量の確保と脱炭素化等の取組を加速化し、資源循環産業のさらなる発展を後押し

基本方針 高度化に向けた判断の基準

再資源化事業等の高度化の促進（３つの環境大臣認定制度）

実施状況の報告・公表

資源循環産業・事業者全体の底上げ

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
令和６年５月29日公布
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自動車向け再生プラスチック市場構築のための産官学コンソーシアム

我が国独自の自動車向け再生プラ利用拡大を実現するため、自動車産業と資源循環
業が一堂に会した産官学連携コンソーシアム。経済産業省と連携し、2024年11月
20日に立ち上げ。
25年3月末に「アクションプラン」を取りまとめ。

• ビジョン「我が国がグローバルな資源循環ビジネスを牽引」
• 自動車向け再生プラスチック等供給量の段階的な目標（自動車→自動車、自動

車以外→自動車）

地域でも様々な動静脈連携
の可能性

①消費者のリユース取組の促進

②リユース市場の拡大に向けた需要創出

③リユース事業の信頼性の向上

④リユース促進に向けた基盤づくり

リユース月間の設定、リユース促進キャンペーンの実施、リユースのメリット等の発信・教育促進

リユース先行自治体(仮)の選定等

付加価値が高く、消費者が利用しやすい形のビジネスモデル実証事業

優良事業者ガイドラインの策定 等

リユースに伴う環境負荷低減効果の算定事例集の作成

関係法令やリユース品の海外での取り扱いなど、国内外のリユースに係る重点調査、手引きの策定等

リユースの促進

2026 2030年度 2040年度

「ロードマップの方向性」として整理
（短期、中期）

グリーン購入法：基本方針見直しの中でリユース基準の拡充について検討 等

必
要
に
応
じ
て
追
加
の
取
組
・
対
応
の
強
化

を
検
討

適
正
な
リ
ユ
ー
ス
市
場
の
創
出

リ
ユ
ー
ス
の
裾
野
の
拡
大

リ
ユ
ー
ス
を
「
当
た
り
前
」
に

目指すべき将来像
（長期）

リユース促進に向けた懇談会（2025年 浅尾環境大臣が関係者と意見交換）
使用済製品のリユースの促進に係る検討会（2024年度、2025年度）
2025年度内に、リユース等の促進に関するロードマップを策定予定。

RMイメージ

10
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食品ロス削減、サステナブルファッション、使用済おむつリサイクルの推進

①食品ロス削減

将来像
2000年度比で2030年度まで
に食品ロス半減目標の早期達成

取組
地域の取組の強化

消費者等の効果的な
行動変容の促進

②サステナブルファッション推進

将来像
2020年度比で2030年度ま
でに家庭から廃棄される衣類の
量を25％削減

取組
循環型ファッション推進に向けた
使用済み衣類回収システムの
構築

循環型ファッションシステム
構築に係る取組強化

消費者への啓発や情報発信

③使用済み紙おむつの
リサイクル推進

将来像
2030年度までに紙おむつリサ
イクルの実施･検討を行った自
治体を150に

取組
使用済み紙おむつのリサイクル
に関する知見の整理・発信

使用済み紙おむつのリサイクル
に関する自治体への直接支援

（事業系食品ロスは新たに掲げた60％削減目標の達成）
（2023年度調査では78自治体）

12

参考資料

中国四国地方における資源循環事例
令和８年度予算概要



プラスチック再商品化事例（愛媛県西予市：33条 再商品化計画に基づき再商品化を行う方法）
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西予市 基礎情報
人 口：32,922人
世 帯 数：17,030世帯
ごみ分別：15分別 23品目

市内全域に即した焼却施設、最終処分場なし → 市外に委託。
廃棄物処理費用が高額 → 分別細分化、処分からリサイクルへ。

ごみの課題 ごみ分別細分化、プラスチック再商品化への経緯
H16 廃棄物処理費用１億円削減目標を掲げる。
H18 新分別での収集を開始（容器包装プラ・その他プラの分別回収を開始）。

ごみ分別細分化 → １億1,586万円削減
R５ 32条で再商品化を開始（10月～）。
R６ プラスチック再商品化計画大臣認定を取得。

（四国第１号。再資源化事業者：田中石灰工業株式会社）
プラ再商品化 → 313万円削減（R４対比）＋ 特別交付税

R７ 33条で再商品化を開始。
… プラスチック分別を17年行ってきた経緯があり、市民への新たな周知不要で
再商品化をスムーズに開始できた。

回収
方 法：容器包装プラ月２回、その他プラ月１回、ステーション回収
組 成：異物0.44％程度、製品プラ25.07％（組成調査実績）（計画34％）
中間処理：西予市清掃センター（野村、城川）

課題
圧縮梱包機が小型かつ50cm以下が対象のため、製品プラの粗破砕が必要。
圧縮機に製品プラ破片による目詰まりが発生し、メンテナンスの手間増。

→ 33条再商品化計画へ変更（製品プラをフレコン詰めで運搬）。

利点
容器包装プラ回収時の透明袋も再商品化可能（作業効率改善）
特別交付税措置も含め、廃棄物処理費用の削減

せ い よ

プラスチック再商品化事例（香川県琴平町：32条 容器包装リサイクル法の指定法人へ委託する方法）
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琴平町 基礎情報
人 口：7,600人
世 帯 数：3,546世帯

広域処理で使用しているごみ焼却施設が老朽化により操業廃止予定であり、焼却
施設集約により運搬距離が遠方となるため、運搬コスト削減のために焼却量削減が
必要。不燃ごみは埋立。

焼却・埋立を少しでも減らし、ごみ処理負担金を削減したい。
資源収集を増やしたい。

→ プラスチック再商品化の検討を開始。

プラスチック再商品化への経緯
Ｒ６ 検討開始（容器包装プラ・製品プラの一括回収を検討）。

日本容器包装リサイクル協会へ分別収集物の引渡しを申込み。
Ｒ７ 32条で再商品化を開始。
… 香川県内における再商品化取組の第１例目。

回収
方 法：月に１度、集積所の青いネットに入れる
組 成：異物１％未満、製品プラ約12％（想定約15％）
中間処理：株式会社リソーシズへ委託

課題
異物・危険物の混入
（Lib使用製品、刃物、医療系廃棄物、汚れ付着物等）
混入を発見したら都度、町広報誌で注意喚起を行っており、一定
の効果あり。
回収品目基準の周知
回収物基準の説明機会を増やし、回収量を増やしたい。
製品プラ比率のブレ
調査ごとにブレがあるため、予測が難しい。

利点
市民のプラスチックに対するリサイクル意識が向上

ごみの課題
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令和７年度補正予算
令和８年度当初予算（案）

16

環境省 令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算案
～ サーキュラーエコノミー ～

１－１. 環境政策を通じた経済の持続的成長と豊かな生活環境の実現
・経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援
（太陽光パネル、リチウムイオン電池等の再資源化設備補助を含む）
・太陽光パネルの再資源化促進のための環境整備
・資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業
・自動車における再生材市場構築のための産官学連携推進事業費
・再資源化事業等高度化法の活用による事業者間連携の推進
・企業の循環性情報開示スキームの開発及び循環経済に関する国際合意形成推進

１－２. 地域資源の付加価値創出による活力ある地方の実現
・資源循環自治体フォーラム開催や地域から排出される資源性廃棄物（金属、プラ等の複合素材等）の再
資源化による資源循環ビジネスの促進

・資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業（同上）
・地域共生型廃棄物発電等導入促進事業
・リユースの促進、食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環等によ
る循環型社会の実現に向けた支援

・SAF の供給拡大に向けた資源循環の促進

１－４. 環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国際競争力の強化とグローバルサウスとの更なる連携
・企業の循環性情報開示スキームの開発及び循環経済に関する国際合意形成推進（再掲）
・ASEAN 等と連携した E-scrap 等の国際金属資源循環の構築
・経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援
（太陽光パネル、リチウムイオン電池等の再資源化設備補助を含む）（同上）
・リチウムイオン電池等の分別回収・再資源化等総合対策
・スクラップ等を取扱う不適正なヤード対策の推進

実証支援設備補助
実証支援設備補助

実証支援
設備補助

実証支援設備補助
実証支援

実証支援
実証支援設備補助

実証支援設備補助

設備補助

実証支援設備補助
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2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

お問合せ先：

経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援

間接補助事業（補助率１／３，１／２）・委託事業

資源循環産業から製造業に安定的な質・量の再生材（レアメタル・レアアース
をはじめとした重要な金属資源等）を供給するためのサプライチェーン上の各
種拠点（保管、解体・選別、再生材製造等）に係る設備の集約化・高度化を行
うための関連インフラ導入や実証事業の支援を行う。

① 先進的な資源循環投資促進事業（経済産業省連携事業）
② プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化

設備導入等促進事業
③ 脱炭素型循環経済システム構築促進事業
④ 製造業・資源循環産業の連携及び高度リサイクルを通じた高品質再生材供給

実証事業
⑤ 再生材供給サプライチェーン構築支援事業

我が国製造業はサプライチェーン途絶リスクにさらされており、国内外での循環資源の回収拡大と再資源化を通じた製造業
への供給強化（動静脈連携）による再生材供給サプライチェーンの強靭化は、経済安全保障に直結。そのため、本事業によ
る投資促進支援を通じて、再生材供給サプライチェーンの各機能を全国で強化していく。

再資源化に係る関連施設や循環資源の回収量拡大に向けた物流関連施設への投資促進や実証事業を行います。

【令和８年度予算（案） 37,900百万円（23,280百万円）】

【令和７年度補正予算額 3,100百万円】

民間事業者・団体、大学、研究機関等

令和５年度～

■委託先・補助対象

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環ビジネス推進室 電話：03-6206-1875

再生材製造設備保管設備

再生材供給
サプライチェーン
構築のイメージ

大型破砕設備

製造業へ 排出

保管

リサイクル

解体・選別

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

太陽光パネルの再資源化促進のための環境整備

事業イメージ

請負事業、委託事業、
間接補助事業（補助率１／３，１／２）

太陽光パネルのリサイクルを促進するための環境整備を進めます。

民間事業者・団体、研究機関

平成19年度～令和９年度（予定）

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話：03-6206-1871

■請負先・委託先・補助対象

① 脱炭素型循環経済システム構築促進事業

太陽光パネルの重量の約６割を占めているガラスについて、動静脈連携を通じ

た水平リサイクル技術の確立を目的とした実証を行う。

② 資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業

太陽光パネルのリサイクル推進に向けて、再生材供給サプライチェーンの強靭

化を目指すにあたっての課題やニーズの洗い出しを行う。

③ リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業

太陽光発電設備等の大量廃棄に備え、制度的対応を含めた各種対策に必要な調

査・検討を行う。

（以下事業を別途計上）

※ プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設

備導入等促進事業

国内資源循環体制構築に向けて、太陽光パネル等の再エネ関連製品の再資源化

を行うリサイクル設備等の導入を支援する。

①(※) 太陽光パネル等の再エネ関連製品をリサイクルする体制を確保し、脱炭素社会と循環経済への移行を推進する。
② 資源循環ネットワークの形成や拠点の戦略的構築を通じた、効率的なリサイクル体制の確保を図る。
③ 太陽光パネル等の未利用資源のリサイクルの高度化・効率化のために必要な調査を行うことにより、資源の有効利用の最大化

と施策展開の効率化を図る。

【令和８年度予算（案） 2,132百万円の内数（871百万円の内数）】

【令和７年度補正予算 476百万円の内数】

太陽光パネルリサイクル設備資源循環ネットワーク形成及び
拠点の戦略的構築



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業

事業イメージ

請負事業・委託事業

①資源循環ネットワーク形成及び再生材製造拠点の戦略的構築に関する調査及び実証事業

• 戦略検討・ケーススタディ：再生材供給サプライチェーン強靭化のケーススタディ

（レアメタル等）を通じた課題等の洗い出し、新たな施策の検討を行う。

• 資源回収実証：また、広域的な資源回収における効果的な回収方法及びトレーサビリ

ティ確保による資源やリスク管理のあり方を検討するモデル実証・評価検討を行う。

②製造業・資源循環産業の連携及び高度リサイクルを通じた高品質再生材供給実証事業

• 高品質再生材製造実証：製造業・資源循環産業の協業による、すり合わせを通じた、

精緻解体や高度選別などの技術的な実証を行う。（Ex.鉄スクラップ）

• 設備の大規模・集約化実証：複数の循環資源を扱う再生材製造施設の大規模・集約化

を通じ、製造業へまとまった量の素材（金属・プラなど）を確保するための実証を行

う。また、金属スクラップなど適正ルートでの回収量を拡大するため、有害性を持つ

循環資源について、適正処理指針の適用について実証を行う。

小規模分散化している国内の資源循環産業においては、動静脈物流の分断や、質・量両面での再生材の需給の調整が進

んでいないこと、不適正ヤードからの海外流出ルートの存在など公正な競争条件の未整備であることなどから、大規

模・集約化へのインセンティブが十分に働いていない。本事業は、再生材供給サプライチェーン強靱化を目的として、

循環資源のリサイクルのためのネットワーク（物流や動静脈連携）形成及び大規模・集約的な再生材製造施設の構築に

向けた調査や実証を行うものである。

再生材供給のサプライチェーン強靭化を通じた再生材の高品質化・供給量の安定化を目指します。

【令和８年度予算（案） 1,020百万円（新規）】

【令和７年度補正予算額 376百万円】

民間事業者・団体

令和８年度（予定）

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環ビジネス推進室 電話：03-6206-1875

■請負先

資源循環ネットワークの
形成及び再生材製造拠点
の戦略的構築のイメージ

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

お問合せ先：

自動車における再生材市場構築のための産官学連携推進事業費（経済産業省連携事業）

請負事業、間接補助事業

１．自動車における再生材市場構築のための産官学連携による調査等

① 自動車における再生材市場構築のための調査

② 再生プラスチック供給ポテンシャルの評価

２．廃自動車からのプラスチック回収促進事業

③ プラスチック回収量拡大・輸送効率向上のための破砕設備導入支援

３．高品質な再生材の供給促進事業

④ 再生材の品質評価のための物性・懸念化学物質等の分析装置導入支援

循環経済への移行に向け、産官学で一致団結し、国内における再生材市場構築を進めます。

【令和７年度補正予算額 500百万円】

民間事業者・団体

令和７年度

■請負先・補助対象/

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 資源循環制度推進室 電話：03-6205-4946

2023年7月に提案された欧州のELV（廃自動車）規則案、バッテリー規則などの国際的変化に対応しながら、質の高い再生
材の供給を拡大・安定していくことは、循環経済への移行を国家戦略として掲げている我が国にとって重要である。本事業
では、自動車における再生プラスチックの供給拡大・安定と再生材市場構築に向け、産官学で連携し、サプライチェーンを
通じた課題に対応する。

再生材原料 再生材製造 再生材利用

廃自動車

その他製
品

リサイ
クル

自動車産
業事業④：

品質評価
のための
分析装置
導入

事業③：
解体工程

プラ破砕機
導入支援

分別回収

事業①：自動車における再生材市場構築のための調査

破砕機 分析装置

産官学連携

事業②：再生プラスチック供給ポテンシャルの評価



2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

再資源化事業等高度化推進事業

事業イメージ

民間事業者・団体等

高度再資源化事業計画等における認定審査等業務

① 高度再資源化事業計画等に係る認定審査業務

② 廃棄物処分業者等における施行状況調査

再資源化情報報告・公表システム維持管理等業務

① 再資源化情報報告・公表システムの維持管理等業務

再資源化に係る動静脈連携による資源循環情報活用推進費

① 優良産廃処理業者の更なる成長のための情報発信強化

② 産業廃棄物処理業の健全でクリーンな成長のための支援事業

③ 電子マニフェスト普及啓発事業等

資源循環を進めていくため、再資源化事業等高度化法に基づき、製造側が必要とする質と量の再生材が確実に供給されるよ

うにするとともに、資源循環産業の発展を目指す。

再資源化事業等高度化法に基づき、再生材の質と量を確保し、経済成長、地方創生、経済安全保障につなげます。

【令和８年度予算（案） 261百万円（233百万円）】

【令和７年度補正予算額 82百万円】

令和６年度～

■委託先

お問合せ先：環境省 環境再生・資源循環局資源循環課 電話：03-6206-1871、 廃棄物規制担当参事官室 03-6206-1796

請負事業

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

企業の循環性情報開示スキームの開発及び循環経済に関する国際合意形成推進

事業イメージ

１：請負事業 ２：拠出金

1. 国際的な循環経済に関する国際合意形成・ルール形成の推進等

G7、G20、OECD、UNEA（国連環境総会）等の国際的な循環政策やルールに関する議論や合意形

成をリードし、我が国の知見の共有及び国益を確保を図る。特に、G7広島サミットで承認された

「循環経済及び資源効率性原則」に基づく循環経済の政策的議論を主導しつつ、同原則５に盛り込

まれた循環性に関する企業の情報開示や指標の基準策定・国際協力等の議論を、G7やUNEA等を巻

き込みつつ推進する。

２. 持続可能な開発のための経済人会議（WBCSD）への拠出金

WBCSDはこれまで企業レベルの循環性指標（Circular Transition Indicators）を開発し、循環経

済のISO規格に反映されるなど、循環経済の基準策定に大きな影響力を有する。WBCSDが主導し

て民間企業の循環経済の取組を促進するための「グローバル循環プロトコル（GCP）」を2025年

11月にCOP30で公表した。環境省はWBCSDと2024年に協力覚書を締結し、GCPの開発・公表に

貢献した。環境省は、GCPを将来的な企業の循環性評価のグローバルスタンダードとして国際ルー

ル形成を主導すべく、 既に予定されているGCPのアップデートや開発を予定しているセクター向け

ガイダンスへ貢献するため、WBCSDへ資金拠出し、我が国からのインプットを強化する。

• 資源循環に関する指標や情報開示は、製品・サービスの競争力や企業の評価等に密接に関連するものの、気候変動のように国際的
に確立されたルールが存在しない。一方、EUを中心に独自に個別の製品の規制や情報開示義務化等が進められており、日本企業
もその都度規制対応を迫られるとともに、ルールの乱立も懸念されている。

• G7広島サミットで承認された「循環経済及び資源効率性原則」に基づき、 2025年11月にCOP30で公表された企業の循環性情
報開示スキームやそのベースとなる指標開発を含むグローバル循環プロトコル（GCP）の改善等へ貢献し、 G7や国連機関を巻き
込み、我が国の国益に資する国際標準化を進める。

資源循環分野の国際的な議論やルール形成をリードし、循環性情報開示スキームや指標等の国際標準化を進める

【令和８年度予算（案） 115百万円（113百万円）】

国際機関等

平成21年度～

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 電話：03-5521-8336

■請負先／拠出先
グローバルスタンダードの確立
日本企業の国際競争力の維持・強化

グローバル循環プロトコル
（GCP）の開発・更新

環境省

GCP開発に関して協力
・協力覚書締結
・策定作業部会への参画
・日本企業の参画を促進

拠出金

資源循環に関する情報開示や指標について、
国際的に確立されたルールが存在しない

WBCSD

現状

国際場裡における合意形成や活動
G7 UNEP 国際資源パネル

循環性情報開示スキームを含む
グローバル循環プロトコルの開発

2025年11月に
初版を公表
その後、アップデー
トやセクター別ガイ
ダンスを開発予定



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 
＜地域の資源循環促進支援事業＞

① 資源循環自治体フォーラム等を通じた資源循環のビジネス創出支援
「資源循環自治体フォーラム」全国７地域での開催と、平時においては地方環境事務所による支援やデジ

タル環境の活用を通じて、国・自治体・企業・スタートアップ等の関係主体が連携・交流する機会を創出し、
地域の課題に即した意見交換、事業者紹介、マッチング、事業化支援等を実施する。

② 自治体資源循環診断、ビジョンの作成及びフォローアップ支援
マイスターが参画し、アンケートやデータから再生可能資源の実態や推進体制等を把握し、資源循環のポ

テンシャル等を診断。診断結果から地域特性に応じた有望分野・施策を特定、地域メリットを提示し、地域
課題解決に資源循環を取り入れたビジョンを作成。作成後は新規実証事業化に向けたフォローアップを行う。

③ 循環型ビジネスモデル実証事業の実施及びフォローアップ支援
マイスターが参画し、地域の廃棄物の資源化を目的として、全国７地域で4類型（地域経済型・地域コ

ミュニティ型・地域資源活用型・廃棄物処理コスト削減型）の実証事業を実施。実証後は、事業の持続的な
運営を見据え、モデルの定着・拡大に向けた、フォローアップを行う。

＜地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業＞
④ 地域資源の活用に向けた調査・モデル実証事業

廃家具等の複合系、建設廃棄物等の土石系、カーオイル等の化石系、SAF原料等のバイオマス系等の再資
源化が困難な物について、地域特性に応じた資源循環ルート構築を目指し、技術導入や再資源化に係る技術
的可能性や事業性の調査、試行的な販売実証等を支援する。

⑤ 地域資源の活用に向けた再資源化のための技術実証・設備導入支援
焼却・埋立てされる再資源化困難物について、製造・小売業とリサイクル事業者等の連携により再資源化

を図り、再生材を地域に一定量供給する重点分野に対し、技術実証や選別・再資源化設備の導入を支援する。

資源循環自治体フォーラム開催や地域から排出される資源性廃棄物（金属、プラ等の複合素材等）の
再資源化による資源循環ビジネスの促進

事業イメージ

①②③請負事業、④⑤請負事業、間接補助事業（補助率1/3、1/2）

全国７地域で開催する「資源循環自治体フォーラム」等を通じて、関係主体の連携・交流の促進を図り、地域の資源循環の基盤強化と事業創出に向けた機
運を醸成する。地域での事業化を志向する自治体には、先進事例に取り組むマイスターが資源循環に関する現状評価やポテンシャル診断を行い、地域特性に
応じたビジョンの作成、モデル実証事業の実施、創出されたビジネスの実装に向けたフォローアップを通じて伴走支援を行うとともに、中核人材の育成も図
る。

また、地域資源の活用を促進するため、地域で排出され、焼却・埋立てされている複合素材（金属・木材・プラスチック等）、廃油、建設廃棄物、SAF原料
などの資源性廃棄物について、回収・選別・再資源化のための技術実証や設備投資を支援し、全国的な循環経済への移行を促進する。

地域の循環資源を活かした持続可能な経済・社会の形成に向け、資源循環に係る自治体取組のビジョンから事業化までの包括的な
支援と再資源化困難物の循環利用を支援し、地域発の循環型ビジネスの創出と全国展開を促進します。

民間事業者・団体等

①②③令和７年度～令和９年度、④⑤令和７年度

■請負先・補助対象

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話：①②③ 03-6206-1874、④⑤03-6206-1871

資源循環自治体フォーラム

自治体診断・ビジョン作成
循環型ビジネスモデルの

実証事業

全国7地域で開催。先進事例の共有。
国・自治体・事業者による情報発信。

地域課題の現状把握から地域の特
性を踏まえたビジョンの作成をサ
ポート。

先進事例の
共有・宣伝

先進事例の
共有・宣伝

フォーラム
契機に取組開始

フォーラム
契機に取組開始

実証事業化

〈地域の資源循環促進支援事業〉

自治体と事業者を結び、資源と
経済の循環に向けた事業の自走
を支援。

R7からの
継続支援

中核人材育成

独自の教材を用いた資源循環の取組を牽引するプレーヤーの育成プログラム。

〈地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業〉

重点分野の再資源化困難物
複合系・土石系・化石系・バイオマス系

回収 選別 再商品化排出

同じ地域に再生材として供給

資源化にあたり
各行程かかる
実証、調査、設
備導入を支援

【令和８年度予算（案） 104百万円（99百万円） 】

【令和７年度補正予算額 1,164百万円】

お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：
■ ：

3. 事業スキーム

4. 

地域共生型廃棄物発電等導入促進事業

（1）熱回収事業 補助率1／3（上限1.5億円 但し、発電能力2MW以上は3億円、5MW以上は5億円）
燃料製造事業 補助率1／3（上限1億円 但し、高度化設備導入の場合は1.5億円）

（2）補助率 1／3（上限100万円）、1／10

（1）地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業
再生利用が困難な廃棄物からの熱回収等によりエネルギーを創出・活用し、かつ、災

害廃棄物受入等による地元自治体との協力体制の構築等を行う事業を支援し、創出
したエネルギーの地域内での利活用を促すとともに、地域・くらしの安全・安心、防災
力の向上を目指す。
本事業では、地域貢献等の要件を満たす事業の廃熱を高効率で熱回収する設備

（熱や電気等を施設外でも利用すること）及び廃棄物から燃料を製造する設備（燃
料が地域内産業で使用されること）の費用の一部を補助する。
※設備補助は高効率や高度化事業に資する改修・更新の場合も対象。

（2）PCBを含有した変圧器等の高効率化によるCO2削減推進事業
高効率変圧器等の導入によるエネルギー起源CO2の排出削減、交換により発生する

PCB廃棄物の早期処理による災害時の環境汚染リスク低減等の政策目的の同時
達成を図るため、変圧器等のPCB含有の有無の調査及びPCBを含有した変圧器等の
高効率製品への交換（リースによる導入も対象）に要する費用の一部を補助する。

• 再生利用が困難な廃棄物について、廃棄物発電や廃棄物由来の燃料製造等によりエネルギーを創出・利活用する事業を推進する。
• PCBを含有した変圧器等を高効率製品に交換にすることによるCO2削減推進、脱炭素化を推進する。

環境省環境再生・資源循環局 資源循環課 電話：03-6205-4903 廃棄物規制担当参事官室 電話：03-6457-9096

民間事業者・団体
（1）令和7年度～令和11年度、（2）令和7年度～令和8年度

【令和8年度要求額 1,696百万円 (1,696百万円)】

地域の廃棄物を地域エネルギーとして利活用することで、地域の脱炭素化及び地域貢献を推進します。

事業イメージ

補助対象
（間接補助）

地域・くらしの

再生利用が困難な廃棄物によるエネルギー創出
PCBに汚染された変圧器等を高効率製品へ交換

ＰＣＢの早期
処理と省CO2化

非化石電源等による
地域エネルギー供給

資源循環
＋

脱炭素

環境汚染
リスク低減

廃棄物受入（災害
時含む）＋地域エ

ネルギー供給

安全・安心 防災力向上

資源循環の促進



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

4. 

食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環、リユースの促進等による循環型社会の
実現に向けた支援を行います。

事業イメージ
①リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業

・各種リサイクル制度の特徴を生かした取組及びリサイクルプロセスの横断的高度化・効率化

②プラスチック資源循環等推進事業

・再生プラスチックの動静脈連携事業

・プラスチック資源循環の促進に係る先進的社会実装支援事業

・プラスチック資源循環に係る調査及びプラスチック資源循環法等の課題検討

・容器包装リサイクル推進事業

③食品ロス削減及び食品廃棄物等の３R推進事業費

・地域力を活かした食品ロス削減等の対策強化、消費者等の行動変容の促進

・食品リサイクル法に基づく安全・安心な３Rの推進

④使用済み製品等のリユース及びサステナブル・ファッション促進事業

・リユース品の利用促進のための自治体や事業者等によるモデル事業の実施

・自治体及び事業者の連携方策を始めとしたリユース促進方策の検討

・循環型ファッションの推進方策に関する調査検討

①各種リサイクル制度の特性を活かしつつ、「都市鉱山」等の我が国の未利用資源の有効活用の最大化と施策展開の効率化を図る。

②プラスチックの資源循環を総合的に推進する。

③食品廃棄物等の発生抑制と食品循環資源の再生利用等の地域実装を支援する。

④循環型ファッションや廃棄前段階において消費者が利用しやすくなるようなリユース等の取組の促進を図る。

【令和８年度予算（案） 976百万円（862百万円）】

【令和７年度補正予算額 526百万円】

環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課 電話： 03-6205-4947 容器包装・プラスチック資源循環室 電話：03-5501-3153

リユースの促進、食品ロス削減、サステナブル・ファッション、使用済紙おむつ、プラスチック等の資源循環等による
循環型社会の実現に向けた支援

■事業形態 請負事業
■請負先 民間事業者・団体
■実施期間 平成13年度～

天然資源 効率的生産

効率的利用

回収・
リサイクル

廃棄

・環境配慮設計
・再生材の利用
・リデュース

・リユース、シェア、
サービス化など、
高い利便性と効率化
の両立

・回収の拡大
・再生材の供給増、
レアメタルの確保

・技術革新、品質向上

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

請負事業、間接補助事業、委託事業

調査・実証事業
【脱炭素型循環経済システム構築促進事業】

SAFやBDFといったバイオ燃料について、省CO2型生産インフラの技術実証を強力に支援

原料回収に係る促進事業
【地域の資源循環促進支援事業】

地域の廃棄物の資源化を目的とした循環型ビジネスモデル構築実証事業等を実施。
【地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業】

SAF原料等のバイオマス系も含めた地域で未利用資源廃棄物について、技術導入や再資源
化に係る技術面での実施可能性や事業性の調査分析、試行的な販売実証等を支援

燃料化に係る実証事業
【地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業】

バイオマス系廃棄物も含めた地域の未利用資源廃棄物について、再生材を地域内に一定量
供給する重点分野の取組に対し、技術実証や選別・再資源化設備等の導入を支援。

近年、ネット・ゼロの実現に資するバイオ燃料のニーズが航空業界等で高まっているが、国内の供給力は十分ではなく、

その原料となりえるバイオマス廃棄物等も十分に回収・利用されていない。廃棄物由来のバイオ燃料を促進するため、

原料回収や技術面における課題解消のための実証事業や事業支援を実施。

SAF（持続可能な航空燃料）をはじめとしたバイオ燃料を促進するため、原料回収等の総合的な対策を実施します

民間事業者・団体、大学、研究機関等

令和5年度～
環境省 環境再生・資源循環局 総務課循環型社会推進室 電話：03-5521-8336、 資源循環課 電話03-6205-4903

廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-9273

SAFの供給拡大に向けた資源循環の促進

事業イメージ

■請負先

家
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系

例：廃食用油の場合
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自治体回収※

拠点回収

回収BOX（出典：佐賀市）

事業者回収
排水油分回収

排水捕集設備からの油分回収

SAF等のバイオ燃料

事
業
系

国内バイオ燃料製造事業
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【令和８年度予算（案） 3,707百万円の内数（4,099百万円の内数） 】

【令和７年度補正予算額 1,164百万円の内数】



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

国際資源循環促進事業

事業イメージ

１・２：請負事業 ３：請負事業及び拠出金

1. 我が国の循環産業の国際展開・循環インフラ輸出の促進（当初）

ASEAN等インド太平洋地域の途上国に対し、我が国の優れた廃棄物処理・リサイクル等に係る制度・技

術・経験をベースに、制度・技術・人材育成等をパッケージで支援し、適切な廃棄物管理や循環インフラ整

備につなげ、我が国循環産業の国際展開を推進する。

2. 国際金属資源循環の促進（当初）

ASEAN等において、重要鉱物等の金属資源を含む廃電子基板や廃蓄電池等を回収・処理し、国内の環境

上・技術上優位性のある精錬施設等でリサイクルし、バリューチェーンで再利用する国際金属資源循環を構

築するため、対象国においてE-waste等の回収・リサイクルに関する制度構築・能力開発及び日本企業との

協働促進等を行う。

3. 国際循環政策に係る合意形成を通じた国際資源循環・廃棄物管理の推進及び我が国循環政策の強化（当初）

G7、G20、OECD等において、国際的な循環政策に関する交渉や合意形成、ルールメイキングをリードし、

我が国の知見の共有及び国益を確保する。また我が国が主導する国際的なプラットフォームを活用し、循環

産業の国際展開・インフラ輸出につなげる。

4. ASEANにおける廃自動車・EVバッテリーからの金属資源回収実態調査事業（補正）

経済安全保障に重要な、廃自動車・EVバッテリーからの金属資源回収による資源確保に向けて、東アジア・

アセアン経済研究センター(ERIA)を通じて実態調査等を実施する。

不適切な廃棄物処理が課題となっているASEAN等途上国において、当該国における適正な廃棄物管理の強化のための制度・技術・

人材育成・プロジェクト形成等の協力により、我が国循環産業の国際展開・循環インフラ輸出を推進する。加えて、ASEAN等におけ

るE-waste等の適正処理・リサイクルの協力を通じ、国際金属資源循環を構築し、国際的な循環経済移行を促進する。

循環産業の国際展開や国際資源循環等の推進により、循環経済移行を促進します

【令和８年度予算（案） 629百万円（629百万円）】
【令和７年度補正予算額 100百万円】

民間事業者・団体／国際機関等

平成21年度～

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 循環型社会推進室 電話：03-5521-8336

■請負先／拠出先

日本
（環境省）

途上国
（ASEAN等）

資源循環に関する国際的な合意形成の場
（G7、G20、OECD等）

インフラ国際展開

産業競争力強化

金属国際資源循環の構築

経済安全保障

後押し

１

２

３

お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

請負事業、間接補助事業

リチウムイオン電池等の分別回収・再資源化等を推進するため、ボトルネックとなってい
る分別回収や再資源化における課題解消のための事業を実施する。

①リチウムイオン電池等処理困難物適正処理及び再資源化促進に向けた検討業務
国、都道府県、市町村等が連携した広域収集体制構築や安全な回収方法等に関する検討、幅広

い世代・ライフスタイルの国民への普及啓発、廃棄物処理施設等における火災防止等設備導入促
進事業を実施

②資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築に関する調査・実証事業
資源循環産業の大規模集約化を通じた再生材サプライチェーン強靭化に向けた新たな施策のあ

り方の検討や循環経済関連ビジネスの市場拡大に向けた調査等を実施

③地域の資源循環促進支援事業
全国７地域で開催する「資源循環自治体フォーラム」等を通じて、国・自治体・企業・スター

トアップ等の関係主体が連携・交流する機会を創出し、普及啓発や資源循環のビジネス創出支援
を実施

④プラスチック資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業
有用金属を含むリチウム蓄電池等の再資源化設備等の導入支援を実施

⑤脱炭素型循環経済システム構築促進事業
リチウム蓄電池の再資源化技術開発の実証事業を実施

近年、廃棄物処理施設等でリチウムイオン電池等に起因する火災事故等が頻繁に発生（令和５年度：21,751件）。こ

うした中、関係省庁で取りまとめた「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」に基づき、リチウムイオン電池等の分

別回収・再資源化等を推進することにより適正な処理ルートへの排出を促進し、火災事故防止と資源循環の両立する総

合的な対策を実施する。

リチウムイオン電池等の廃棄時の火災事故を防止するため、分別回収・再資源化等の総合的な対策を実施します

【令和８年度予算（案） 1,207百万円の内数（182百万円の内数）】

【令和７年度補正予算額 2,021百万円 】

民間事業者・団体等

令和５年度～
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-9273 、資源循環課 電話：03-6206-1874

資源循環課資源循環ビジネス推進室 電話03-5501-3153、03-6205-4946

リチウムイオン電池等の分別回収・再資源化等総合対策

事業イメージ

■請負先



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

産業廃棄物等処理対策等推進費

事業イメージ

請負事業

廃棄物をめぐる周辺状況や社会の考え方は変化し続けており、廃棄物の質や量、

排出や処理の状況、処理技術等の進歩に対応した基準等を設定することが求めら

れる。また、POPs廃棄物については、国際的な化学物質管理が必要である。

① 廃棄物処分基準等設定費

産業廃棄物の適正処理に関する調査、POPs廃棄物の適正処理に関する調

査、感染性廃棄物等の適正処理体制の構築、石綿廃棄物等の適正処理、

不適正ヤードへの規制強化に向けた制度構築

② 産業廃棄物等処理対策推進事業

産業廃棄物の処理状況調査、現地調査、再生利用推進対策、規制合理化

に向けた調査の検討

③ 石綿含有廃棄物無害化処理技術認定事業

認定事業の推進による石綿含有廃棄物等の適正かつ円滑な処理

① 産業廃棄物や残留性有機汚染物質（POPs）廃棄物の適正処理に関する調査、感染性廃棄物や石綿廃棄物等の適正処

理の推進、不適正ヤードへの規制強化に向けた制度構築

② 産業廃棄物の排出や処理状況の調査、有害物質等の検定方法の検討、合理的な規制のあり方の検討

③ 石綿含有廃棄物の無害化処理技術認定事業の推進

産業廃棄物の適正かつ効率的な処理を促進するための調査・検討及び基準設定等を行う。

【令和８年度予算（案） 179百万円（179百万円）】

実態調査や各委員会等での議論を踏まえ、規制基準の

新設及び改正を検討し、実情に即した制度構築を図る。

また、調査結果等を事業関係者を含めた国民へ情報提

供することで、廃棄物処理に係る実態を周知し、地域住

民の不安払拭や事業者の遵法意識の向上につなげる。

民間事業者等

平成２年度～

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室 03-6206-1767

■請負先

実態調査・各委員会等の議論

規制基準の
新設・改正

国民への情報提供

実情に即した
制度構築

地域住民の不安払拭
事業者の規制遵守

【令和７年度補正予算 97百万円）】



  



 

 

 

 

 

 

＜基調講演②―２＞ 

 
「成長戦略としての資源循環経済の確立に向けた 

経済産業省の取組について」 
 
 
 

経済産業省 イノベーション・環境局 

GX グループ資源循環経済課 

課長補佐 葉山 緑 











 



 

 

 

 

 

 

＜基調講演②―３＞ 

 
「地方創生に向けた取組について」 

 
 
 

内閣官房 地域未来戦略本部事務局／ 

内閣府 地方創生推進事務局 

参事官補佐 鵜飼 匠太 



 



地方創生に向けた取組について

内閣官房 地域未来戦略推進本部事務局
内閣府 地方創生推進事務局

参事官補佐 鵜飼 匠太

1.人口・東京一極集中の状況 2.地域経済の状況
【地方創生をめぐる現状認識】

【地方創生の再起動】
１．目指す姿

○厳しさ
・地方の人手不足の一層の進行 ・若者や女性の地方離れ など

○追い風
・インバウンドの増加 ・リモートワークの普及 ・AI・デジタルなどの急速な
進化・発展 など

○成果
・ 人口減少問題への対処開始、地方移住への関心の高まり など

○反省
・ 人口減少を受け止めた上での対応、若者や女性の流出要因へのリーチ、国と
地方の役割の検討（人手不足と東京への集中）、地域のステークホルダーが
一体となった取組の不足 など

＝「強い」経済と「豊かな」生活環境の基盤に支えられる多様性の好循環が「新しい日本・楽しい日本」を創る

• 自立的で持続的に成長する「稼げる」経済
の創出により、新たな人を呼び込み、強い
地方経済を創出

• 生きがいを持って働き、安心して暮らし
続けられる生活環境を構築し、地方に
新たな魅力と活力を創出

• 若者や女性にも選ばれる地方、誰もが
安心して暮らし続けられ、一人一人が
幸せを実感できる地方を創出

目
指
す
姿
を
定
量
的
に
提
示

就業者１人当たり年間付加価値
労働生産性を東京圏と同水準に

地域の買物環境の維持・向上を
図る市町村の割合を10割に

魅力的な環境整備により、地方への
若者の流れを２倍に

など３つの目標 など５つの目標 など３つの目標

など３つの目標

関係人口を実人数1,000万人、
延べ人数1億人創出

AIやデジタルを活用し、地域課題の解決を図る
市町村の割合を10割に

3.地方創生をめぐる社会情勢の変化 4.これまでの地方創生10年の成果と反省

①「強い」経済 ②「豊かな」生活環境 ③「新しい日本・楽しい日本」

2

地方創生2.0基本構想（概要）（令和7年6月13日閣議決定）



・日本中いかなる場所も、若者や女性が安心して働き、暮らせる地域とする。
・人口減少下でも、地域コミュニティや日常生活に不可欠なサービスを維持するための拠点づくりや、意欲と能力のある「民」の力を活かし人を
惹きつける質の高いまちづくりを行うとともに、災害から地方を守るための防災力の強化を図る。

・ 多様な食、農林水産物や文化芸術等の地域のポテンシャルを最大限に活かし、多様な「新結合」で付加価値を生み出す「地方
イノベーション創生構想」を推進する。

・ 構想の実現に向けて、異なる分野の施策、人材、技術の「新結合」を図る取組を重点的に推進する。

・過度な東京一極集中の課題（地方は過疎、東京は過密）に対応した人や企業の地方分散を図る。
・政府関係機関の地方移転に取り組むとともに、関係人口を活かして都市と地方の人材交流を進め、地方への新たな人の流れを創出する。

・GX・DXを活用した産業構造に向け、ワット・ビット連携などによる新時代のインフラ整備を面的に展開していく。
・AI・デジタルなどの新技術を活用し、ドローン配送などにより地方における社会課題の解決等を図り、誰もが豊かに暮らせる社会を実現する。

・ 都道府県域や市町村域を超えて、地方公共団体と企業や大学、研究機関などの多様な主体が広域的に連携し、地域経済の成長につながる
施策を面的に展開する。

政策の５本柱
(1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～

(3)人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～

(4)新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用

(5)広域リージョン連携

3

地方創生に係る総合戦略
国は基本構想踏まえ、令和７年12月23日に「地方創生に関する総合戦略」を閣議決定。（期間は2025年度～2029年度。）
地方は総合戦略を推進する取組に着手し、地域の多様なステークホルダー等とともに地方版総合戦略（※）を見直し。

※地方創生交付金や企業版ふるさと納税など各種地方創生の支援メニューと連動

(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～ ※基本構想一部抜粋

○豊かな自然環境・自然景観を活用した地域づくり 【早期に自然共生サイトを500以上認定することを目指す】
• 自然共生サイトや里海づくり、環境と調和した農林水産業、グリーンインフラの活用促進等を通じて、地域の自然資源の豊かさと
地域の価値を相互に高め合う「自然資本を核としたネイチャーポジティブな地域づくり」を進める。

• 国立公園等の利用拠点において、滞在体験の魅力向上に資するソフト・ハード両面の取組を総合的に実施し、世界遺産やジオ
パーク等の地域資源とも連携しながら、「保護と利用の好循環」を創出する。

○循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行 【先進技術の実装等の高度な資源循環事業を３年で100件以上認定】
• 廃棄物等を地域資源として活用し付加価値創出等を進めるため、先進技術の実装支援等により広域的な廃棄物等の回収や
再生材の安定供給を行う新たな資源循環ネットワーク・拠点を構築する。また、「資源循環自治体フォーラム」を活用した資源循環
ビジネスの創出の支援、農山漁村のバイオマス資源や里山広葉樹材の活用、資源を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備等も
進め、関係省庁の施策を統合したパッケージにより、地域の資源循環の実現を総合的に推進する。

○再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進
【2030年度までに脱炭素先行地域を少なくとも100地域で実現し、先行的な取組を普遍化】

• 脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等を通じて得られたノウハウの発信等により先行モデルを普遍化するとともに、熱の
脱炭素化や水素・ペロブスカイト太陽電池等の新技術を地域に実装する「地域ＧＸイノベーションモデル」の構築の検討や、適切な
営農を確保しつつ農業者の所得向上にも資する営農型太陽光発電やカーボン・クレジットの創出等を推進する。

○地域経済の更なる成長に向けた地域金融力の強化 【2026年通常国会へ関連法案の提出を目指す】
• 地域経済の更なる成長に向け、地域金融が地域の多様なステークホルダーと連携しつつ、融資にとどまらない多様な金融仲介機能
を発揮することが重要であり、今後、地方創生2.0に向けた地域金融力を強化するため、地域の事業者に対する経営改善・事業
再生等の支援や事業性融資の推進を含めた地域金融機関による地方創生の取組の後押しとともに地域金融機関自身の経営基盤
強化（資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保策を含む資本参加制度や資金交付制度の延長・拡充等の検討）を柱と
する地域金融力強化プランを策定し、推進する。

○「新結合」を全国各地で生み出す取組 【本年７月に関係省庁による「新結合」の支援体制を立ち上げ】
• 官民プラットフォーム等を通じた地域の地方公共団体、民間事業者や大学・高専、研究機関等の連携・マッチング支援など、新結合
を面的に広げる取組を進めるほか、本年７月に、意欲ある自治体が行う高付加価値化などの取組を関係省庁が連携してアイデア
段階から支援する体制を立ち上げる。また、地方の関係者に使いやすい、効果的な施策展開に向け、地方イノベーション創生構想
関連施策を取りまとめ、分かりやすく一覧化する。 4



 

 

 

 

 

 

＜基調講演②―４＞ 

 
「消費者庁における資源循環の取組について」 

 
 
 

消費者庁 消費者教育推進課 

 課長補佐 久保 美奈海 
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＜基調講演②―５＞ 

 
「農林水産省における循環経済実現に向けた取組について」 

 
 
 

農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課 

再生可能エネルギー室 課長補佐 塙 勝太 



 



大臣官房環境バイオマス政策課

農林水産省における
循環経済実現に向けた取組について

2025年１月13日

資源循環自治体フォーラム（中国四国地方版）

農林水産省 大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 1

新たな食料・農業・農村基本計画のポイント（抜粋）【令和7年4月11日閣議決定】

環境と調和のとれた食料システムの確立

食料安全保障の確保

多面的機能の発揮

➢「食料システム全体で環境負荷の低減」を図りつつ、多面的機能を発揮

削減量: 1,176万t-CO2

○温室効果ガス削減量（2013年度比）

目標

分野別の排出削減量・吸収量

農業分野のJ-クレジットの認証量

みえるらべる商品が通年購入可能な店舗等がある都道府県数

①化学農薬使用量(リスク換算)、②化学肥料使用量の低減

①有機農業の取組面積、②有機農業産地づくりに取り組む市町村数

①バイオマス利用率、②農林漁業循環経済の構築に取り組む地域数

食品産業における環境・社会への配慮に取り組む事業者数の割合

事業系食品ロスの削減率

有機農業の技術指導体制が構築されている都道府県の割合

温室効果ガス削減量
（2013年度比）

生物多様性の保全

農山漁村における循環型社会形成

食品産業の環境負荷低減

農業生産活動の継続を通じた
多面的機能の発揮

農地・水路等の保全管理により農業生産活動が維持される
農用地面積

目標 (2030年(年度)) KPI (2030年(年度))

6都道府県(2024年度)→47都道府県
1.9万t-CO₂(2023年度)→ 60万
t‐CO₂
①15％低減(2023農薬年度)→ 10％低減
②11％低減(2022肥料年度)→ 20％低減

①3.0万ha(2022年度)→ 6.3万ha
②137市町村(2024年度)→ 250市町村

38％(2023年度)→ 80％

①76％(2021年度)→ 80％
②100件創出

40％(参考値)(2023年度)→50％

56％減(2022年度)→60％減

233.1万ha(2023年度)→237.8万ha

分野全体808万t-CO₂(2022年度)
→ 1,176万t‐CO₂

○GXに取り組む民間活力を取り込み、脱炭素化、生産性向上、地域経済の活性化を
同時に実現する「みどりGX推進プラン(仮称) 」、新たな環境直接支払交付金や
クロスコンプライアンスの実施を通じ、環境負荷低減の取組を促進

○バイオマス・再生可能エネルギー利用等の農林漁業循環経済の取組を促進

○多様な者の参画等を得つつ、共同活動を行う組織の体制の強化により
農業生産活動の継続を通じた多面的機能の発揮を促進

主な目標・KPI



2農林水産省 大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

③農林漁業循環経済地域の創出
・ バイオマスは、電気・熱、燃料への変換によるエネルギー利用や、プラスチック等の素材としてのマテリアル利用が可能であり、再生可能エネルギー
とともに、環境と調和のとれた持続可能な農林漁業の実現、地方創生や農山漁村の活性化、地球温暖化の防止、循環型社会の形成といった
我が国の抱える課題の解決に寄与するものである。
このため、先導地域を核として、地域の未利用資源等を活用した「農林漁業循環経済地域」を全国に創出し、地域のバイオマスや再生可能

エネルギーを地域の農林漁業関連施設や農業機械等で循環利用する、資源・エネルギーの地産地消の取組を推進する。

ア） バイオマスの利用推進
これまで、バイオマス活用推進基本計画（令和４年９月閣議決定）に基づき、バイオマスプラントの導入やバイオ燃料製造に係る支援、

バイオマス産業都市の構築（2024 年度末：104 市町村を選定）等を推進してきており、バ イオマスの利用率は 2021 年度において約
76％となっているが、更なる利用拡大が必要である。一方、持続可能な航空燃料（SAF）については、「航空脱炭素化推進基本方針」（令
和４年 12 月策定）において、2030 年に本邦航空運送事業者による燃料使用量の 10％を SAF に置き換える目標が位置付けられてい
る。 このため、バイオマス産業都市の取組の推進や、地産地消型バイオマスプ ラントの施設整備、耕畜連携の推進等により、地域特性に応じて
電気、熱、 マテリアル、燃料等としてのバイオマス利用を進める。地域の農林漁業関連施設や農業機械等への燃料利用については、「農林漁業
有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」（平成 20 年法律第 45 号） による農林漁業者とバイオ燃料製造
事業者の連携の促進や、資源作物の栽培実証等を進めるとともに、SAF については、関係省庁と連携して国産原料による製造や廃食用油の
回収方法等の検討を進める。

・ バイオマス利用率（80％）
・ 農林漁業循環経済の構築に取り組む地域数（100件創出）

●目標・KPIの検討案 KPI(2030年) 抜粋

新たな食料・農業・農村基本計画のポイント（抜粋）【令和7年4月11日閣議決定】

現状と今後の課題

みどりの食料システム戦略（概要）
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

戦略的な取組方向

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、
中長期的な観点から、調達、生産、加工 流通、消費の各段階の取組と

カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

目指す姿と取組方向

2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、
今後、「政策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）
※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。

2040年までに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。
補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。

※ 革新的技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し。
地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて必要な規制を見直し。

持続的な産業基盤の構築
・輸入から国内生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
・国産品の評価向上による輸出拡大
・新技術を活かした多様な働き方、生産者のすそ野の拡大

期待される効果

農林水産業や地域の将来も
見据えた持続可能な

食料システムの構築が急務

経済 社会 環境

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画（国連食料システムサミット（2021年9月）など）

農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及

に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬
等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減

輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％(100万ha)に拡大
2030年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上
2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した

輸入原材料調達の実現を目指す
エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

○生産者の減少・高齢化、
地域コミュニティの衰退

○温暖化、大規模自然災害
○コロナを契機としたサプライ
チェーン混乱、内食拡大

○SDGsや環境への対応強化
○国際ルールメーキングへの参画

「Farm to Fork戦略」 (20.5) 
2030年までに化学農薬の使
用及びリスクを50%減、有機
農業を25%に拡大
「農業イノベーションアジェンダ」
(20.2)
2050年までに農業生産量
40％増加と環境フットプリント
半減

国民の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大

・生産者・消費者が連携した健康的な日本型食生活
・地域資源を活かした地域経済循環
・多様な人々が共生する地域社会

将来にわたり安心して
暮らせる地球環境の継承

・環境と調和した食料・農林水産業
・化石燃料からの切替によるカーボンニュートラルへの貢献
・化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

2050年までに目指す姿

2030年

取

組
・
技

術

2020年 2040年 2050年

ゼロエミッション
持続的発展

革新的技術・生産体系の
速やかな社会実装

革新的技術・生産体系
を順次開発

開発されつつある
技術の社会実装

・

令和３年５月
農林水産省MIDORI Strategy for Sustainable Food Systems

（参考）

3農林水産省大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
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農林水産業・食品産業における循環経済に関する取組
（地域の未利用資源等を活用した農林漁業循環経済地域づくりに向けた支援）

「みどりの食料システム戦略」（令和３年5月策定）及び「みどりの食料システム法」（令和4年7月施行）に基づき、調達から生
産、加工・流通、消費に至るまでの持続可能な食料システムを構築。
農林水産業に由来する未利用資源から肥料やエネルギー等を生産し、地域内で利用する「農林漁業循環経済地域づくり」を推進。

農林漁業循環経済地域づくりのイメージ

再エネ発電設備/熱設備/
資源再生
・バイオマス発電、熱、バイオ液肥
・営農型太陽光発電、蓄電池
・肥料製造 等

農林漁業関連施設等
・農業用ハウス、農地
・畜舎
・防災、地域活性化施設 等

農山漁村の
地域資源
・木質、家畜排せつ物
・農業残渣 等 ・未利用資源の

活用

・再エネ電気・熱・CO2の供給

・利益を農林漁業へ投資

・農林水産物のブランド化
・再エネ活用によるコスト減、
生産者の所得向上

バイオガス発電の熱・CO2を
農業用ハウスで活用

鶏糞ボイラーの電気・熱を
肥料製造等で活用し、農家へ還元

資源・エネルギーの
地域内循環

バイオガスプラント

鶏糞燃焼発電ボイラー にら栽培

〇地域の家畜排せつ物や食品廃棄物等を
原料としたバイオガス発電施設を整備

〇熱、CO2をトマトハウスで使用し、
バイオ液肥は地域の耕種農家に還元

ミニトマト栽培

〇地域の家畜排せつ物（鶏ふん）を原料とした
鶏糞燃焼発電ボイラーを整備

〇電気と熱は、肥料製造やレンダリング設備で
使用し、製造した肥料や飼料原料を地域の
畜産農家・耕種農家に還元

・残渣等を肥料としてほ場に還元

施設整備等への支援
・バイオマスプラント
・肥料製造施設 等

農林水産省 大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

バイオマス産業都市について

○ バイオマス産業都市とは、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸と
した環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域であり、関係７府省が共同で選定。

※関係７府省：内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

地方公共団体等
バイオマス産業を軸としたまち・むらづくり

バイオガスプラント
園芸農家

食品加工施設 公共施設・小売店等

農作物残さ等

電気・熱・液肥

家畜排せつ物
電気・熱・敷料

食品廃棄物・し尿 電気・熱

（農作物）

加工施設・
小売店等へ

（畜産物）
加工施設・
小売店等へ

低品質材（Ｃ・Ｄ材）
未利用材・竹

木質チップ・ペレット
製造施設

木質バイオマス発電施設

（売電）

農業地域

農村部・都市部

畜産農家

一般家庭

高品質材（Ａ・Ｂ材）

製材工場等

製材工場等残材
建築・家具製造
メーカー等へ

マテリアル利用
製紙工場等へ

電気
・熱

（チップ・ペレット）

ボイラー
用燃料

林業者

林業地域 畜産・酪農地域

木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ

電気・熱

（バイオマス産業都市のイメージ）

漁業地域
漁業者 （海産物）加工施設・小売店等へ

水産残さ等堆肥化施設・
ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ

堆肥・液肥（売電）

（売電）

経済性が確保された一貫システムの構築

液肥散布

ＢＤＦ製造施設
発電施設

（売電）廃食用油

輸送用燃料

耕種農家

5
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バイオマス産業都市の選定地域（１０４市町村）

北海道ブロック（38市町村）
十勝地域（19市町村）、下川町、別海町＜H25①＞、釧路市、興部町＜H25②＞
平取町＜H27＞、知内町、音威子府村、西興部村、標茶町＜H28＞
滝上町、中標津町、鶴居村＜H29＞、稚内市、浜頓別町、幌延町＜H30＞、八雲町<R1>
湧別町＜R2＞、雄武町＜R3＞、浜中町＜R4＞

東北ブロック（13市町村）
青森県 平川市＜H28＞、西目屋村＜H29＞
岩手県 一関市＜H28＞、軽米町＜R1＞
宮城県 東松島市＜H25①＞

南三陸町＜H25②＞
大崎市＜H27＞、加美町＜H28＞
色麻町＜H29＞

秋田県 大潟村＜R2＞
山形県 最上町＜H27＞、飯豊町＜H29＞

西川町＜R5＞

関東ブロック（12市町村）
茨城県 牛久市＜H25①＞
栃木県 茂木町＜H27＞、大田原市＜H29＞、さくら市＜R1＞
群馬県 上野村＜H29＞、長野原町＜R4＞
神奈川県 秦野市<R6>
山梨県 甲斐市＜H27＞
長野県 中野市＜R1＞、長野市＜R3＞
静岡県 浜松市＜H25②＞、掛川市＜H28＞

北陸ブロック（４市）
新潟県 新潟市＜H25①＞、十日町市＜H28＞
富山県 射水市＜H26＞、南砺市＜H28＞

東海ブロック（５市町）
愛知県 大府市＜H25①＞、半田市＜H28＞
三重県 津市＜H25②＞、多気町、南伊勢町＜R2＞

近畿ブロック（６市町）
滋賀県 竜王町＜R4＞
京都府 南丹市＜H27＞、京丹波町＜H28＞、京都市＜H29＞
兵庫県 洲本市＜H26＞、養父市＜H30＞

中国・四国ブロック（11市町村）
鳥取県 北栄町＜H30＞
島根県 奥出雲町＜H25②＞

隠岐の島町＜H26＞
飯南町＜H27＞

岡山県 真庭市、西粟倉村＜H25②＞
津山市＜H27＞

広島県 東広島市＜H29＞
世羅町＜R4＞

山口県 宇部市＜H29＞
香川県 三豊市＜H25①＞

九州ブロック（15市町）
福岡県 みやま市＜H26＞、宗像市＜H27＞、糸島市＜H28＞、朝倉市＜R1＞
佐賀県 佐賀市＜H26＞、玄海町＜R1＞
熊本県 南小国町＜R5＞
大分県 佐伯市＜H26＞、臼杵市＜H27＞、国東市＜H28＞、竹田市＜R1＞
宮崎県 小林市＜H27＞、川南町＜R3＞
鹿児島県 薩摩川内市＜H28＞ 、長島町＜H28＞

年度別選定地域数（※市町村数） ＜＞内は選定年度（①：１次選定、②：２次選定）
青字は令和６年度選定地域

R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27H26
H25

２次１次

12４３４７５1116116826
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地域の取組事例（岡山県真庭市）
【原料】 【利用法】

○ 森林から発生する切り捨て間伐材や林地残材及び製材所等から発生する製材端材や樹皮等を効率的かつ価値を付け収集。集積基地において、収集し
た木材をチップ化し、バイオマス発電用燃料として安定的に供給し発電。

○ 資源調達から流通までの情報管理が可能なシステムを構築・活用し、山元へ必ず利益還元ができる仕組みを実現。
○ 真庭バイオマス発電事業において、地域マイクログリッドの構築によるエネルギーの実質的地産地消化や広葉樹の有用資源化等の新たな取組を開始。

地域内外の木質資源
を収集・貯留・チップ化
し発電所へ供給

森林・林業

木材産業

集積基地

＜実施体制＞

複数の関連事業者が連携し地域協議会を立ち上げ、発電
用燃料購入費の内から、山元への利益還元の仕組み構築

真庭バイオマス発電所

山林所有者

木質資源安定供給協議会

利益還元の仕組み構築
（550円／t）

森林組合、素材生産事業者、製材所等

バイオマス集積・貯留・加工・供給拠点（数社）

設備導入費：41億円（うち14億円補助事業）
原料：未利用木材：９万t/年、一般木材：5.8万t/年
発電規模：10,000kW
発電量：7,920万kWh/年
雇用創出：直接雇用15名

①バイオマス発電事業

（出典：真庭市資料）

③観光産業拡大事業
・バイオマスツアー（平成18年スタート）
コースメニューを拡大。
（令和4年利用人数2,772人）

・真庭産原料を活用したお土産
ペレットクッキー（福祉作業所）、CLTチョコレート

②生ごみ等資源化事業
市内の廃棄物処理施設を整理・統合
ごみの焼却を減らし、効率的なごみ処理で脱炭素を実現

ごみ焼却施設 ３カ所 → １カ所に統合
し尿処理施設 １カ所 → 生ごみ等資源化施設１カ所新設

（生ごみ、し尿、浄化槽汚泥をメタン発酵
させ液体肥料に再生）

処理能力：33,000kl／年
液肥生産：800トン／年



バイオマス産業都市と農林漁業循環経済先導地域

○バイオマス産業都市は、資源の収集・運搬・製造・利用までの経済性が確保された一貫システムを
構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを 目
指す地域で、実施主体は市町村又は複数市町村、市町村・都道府県・民間団体の共同体

○農林漁業循環経済先導地域は、バイオマス・太陽光・水力など農山漁村で得ることができる再生可能
エネルギーやマテリアル資源を地域の農林漁業関連施設等で利用し、環境と調和のとれた持続可能な
農林漁業を実現するとともに、地域の災害対応力強化、資金の地域外流失防止を図ることにより、
農山漁村の循環経済の確立、地方創生を目指す地域で計画主体は市町村

○産業都市構想や先導地域計画に基づく取組で、国の支援事業を活用する際には優遇措置あり

8

【取組のイメージ】
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農林漁業循環経済先導地域
バイオマス産業都市 ３以上の施設による連携が要件

再エネ、
マテリアル 再エネ

地域内
バイオマス

太陽光

農林漁業関連施設等（利用）

供給が要件

プラント① パネル②

再エネ

水力

水車③

未利用資源等
プラント

地域内バイオマス（資源）
（農林漁業残渣・食品廃棄物・下水汚泥・

家畜排せつ物・未利用資源等）

再エネ・マテリアル（製造）

（収集・運搬） 農林漁業残渣
食品廃棄物
下水汚泥

家畜排せつ物
等

地域内農林漁業関連施設等④
（農林漁業施設・加工場・直売所・道の駅・スーパーマーケット・農家レストラン・

市民農園・農地等）

9
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11農林水産省 大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

ご清聴ありがとうございました。

「みどりの食料システム戦略」の詳細はこちらからご覧いただけます。
URL： https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html
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「循環経済の実現に向けた国土交通省の取組について」 

 
 
 

国土交通省 総合政策局 環境政策課 

 環境政策企画官 笹川 悠 

 





Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

循環経済の実現に向けた国土交通省の取組について

令和８年１月
国土交通省 総合政策局 環境政策課

国土交通省環境行動計画の改定について（背景）

○政府の地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画等の改定等を踏まえ、国土交通省の環境関連施策の実施方針
を定める「環境行動計画」を改定（国土交通省グリーン社会実現推進本部（本部長は国土交通大臣）決定）。
○「気候変動の緩和」、「自然共生、生物多様性の確保」、「循環型社会の形成」、「気候変動への適応」の実現に貢
献するための施策を強化。

GX2040ビジョン（ 2025年2月閣議決定）
エネルギー・産業構造・市場創造
成長志向型カーボンプライシング・産業立地構想
AZEC（アジアゼロエミッション共同体）

地球温暖化対策計画
（2025年2月閣議決定）

エネルギー基本計画
（ 2025年2月閣議決定）

カーボンニュートラル・GX

2025年2月、2035年・2040年における次期NDC（国が決定する貢献）を提出

環境基本計画（2024年5月閣議決定）
ウェルビーイングの実現を最上位目標に設定
環境価値を活用した新たな社会経済システムへ

GX推進法・GX推進戦略
（2023年5月成立・7月閣議決定）
脱炭素と産業競争力強化・経済
成長の同時実現を目指す

水素社会推進法
（2024年5月成立）
低炭素水素の供
給・利用を促進

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
プライム企業 開示義務化（2022年4月）

国
土
交
通
省
環
境
行
動
計
画気候変動への適応

熱中症対策実行計画（2023年5月閣議決定）
熱中症死亡者数半減を目標に、熱中症対策を推進

ネイチャーポジティブ
昆明・モントリオール生物多様性枠組（2022年12月採択）
2030年までに生物多様性の損失を反転させる国際目標

生物多様性国家戦略2023-2030
（2023年3月閣議決定）

陸・海30%以上を保全する「30by30」等の目標を設定

生物多様性増進
活動促進法

（2024年4月成立）
企業等の地域における増進
活動を促進

ネイチャーポジティブ
経済移行戦略

（2024年3月公表）
企業のネイチャーポジティブ経
営を促す

TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）提言
（2023年9月公表）

サーキュラーエコノミー
循環型社会形成推進基本計画（2024年8月閣議決定）
循環経済への移行を重要な政策課題と捉える

循環経済に関する関係閣僚会議（2024年7月設置）
2024年12月に「循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加
速化パッケージ」をとりまとめR7.6改定

1



【地域資源を活用したエネルギーの創出・地産地消】
・地域資源である木質バイオマス、下水汚泥、水力等の活用
・商用電動車の劣化バッテリーを再利用した再エネ地産地消
【持続可能な地域の経済社会システムの構築】
・地域特性を活かしたグリーンなくらし・まちづくり
・既存住宅・建築物の省エネ改修による地域産業活性化

【地域におけるグリーンインフラ活用】
・都市における良質な緑地確保、建築物・道路・
低未利用地等の緑化
・雨庭・雨水貯留浸透施設の整備
・河川整備計画に河川環境の定量目標を位置
づけ(「生物の生息・生育・繁殖の場」の目標水準
を設定)
・ブルーインフラの保全・再生・創出

【拡大に向けた基盤づくり】
・経済界と一体となった国民的運動
・多様な効果を測る評価手法の確立
・ノウハウ標準化、中間支援組織支援、地域の
スタートアップ創出、資金調達手法の創出等
・衛星画像の活用を含めた新技術・DXの活用
・国際展開

＜インフラ老朽化＞
・今後20年間で建設後50年以上経過する施
設の割合は加速度的に高くなる見込み
＜担い手不足等＞
・建設業や運輸業では担い手確保が課題
・公共交通の確保は危機的な状況

＜人口減少＞
・急速に人口減少や空き家等の増加が進展
＜東京一極集中＞
・若者や女性が地方を離れる動き、「交通空白」

【循環資源の利用拡大】
・下水汚泥資源の肥料利用
・建設リサイクルの高度化(建設廃棄物を同種
の製品として再生・利用)
・道路アスファルト再生技術のビジネス展開

【長寿命化等による廃棄物の発生抑制】
・「予防保全型」インフラメンテナンスへの転換
・長期優良住宅の普及促進

【動静脈連携を支えるインフラ・基盤整備】
・循環経済拠点港湾の選定・整備
・地域を支える建設業・物流業の連携

【徹底した省エネ】
・住宅・建築物の省エネ対策強化
・モーダルシフト、共同輸配送等、
グリーン物流の推進
・「交通空白」解消等公共交通
の利用促進
・渋滞ボトルネック解消
【クリーンエネルギーへの移行】
・次世代自動車の普及促進
・ゼロエミッション船、燃料電池鉄
道車両、持続可能な航空燃料
(SAF)等の導入促進
・EV充電施設・水素ステーション
の設置、カーボンニュートラル
ポートの形成

【ライフサイクル全体での脱炭素化】
・建築物ライフサイクルカーボンの
算定・評価を促進する制度構築
・道路のライフサイクル全体の低炭
素化、建設現場での低炭素型コ
ンクリート等の活用
【再エネの供給拡大】
・道路、空港、港湾、鉄道、公園、
ダム、上下水道等、多様なイン
フラ空間で再エネを供給(太
陽光、洋上風力、水力等)
・ペロブスカイト太陽電池の実装
【吸収減対策の強化】
・都市緑化、ブルーカーボン生態系
の活用

循環経済の重要性の高まり
◆国際的に再生材利用拡大の動き
◆環境対策のみならず、経済安全保障や
産業競争力の観点から重要性が高まり

「国土交通省環境行動計画」の全体概要

・関係省庁、自治体、産業界、学術界、市民、NPO等多様な主体の連携・協働のための場づくり
・デジタル技術・データ活用のための基盤整備
・国土交通GXを担う人材育成、環境教育、中間支援組織の活動促進、地域コミュニティの形成

脱炭素の必要性の高まり
◆2050年カーボンニュートラルに向け、野
心的なCO₂排出削減量目標を設定
(2030年:46％、2035年:60％、2040年:73％）

気候変動の影響の顕在化
◆気候変動の影響により、水害、雪害、土
砂災害等の自然災害が激甚化・頻発化、
熱中症の深刻化

自然共生・生物多様性の機運増大
◆NbS(自然を活用して社会課題の解決に繋げ
る取組)やネイチャーポジティブ(生物多様性
の損失を反転させる取組)の機運の高まり

環 境 政 策 を め ぐ る 情 勢

※ 降雨量変化倍率をもとに算出した、洪水発生頻度
の変化の一級水系における全国平均値

○海外の再生材利用の拡大
EU廃自動車改正規則案(2023)
→再生プラ25%使用義務化案等
○資源ナショナリズムの動き
→中国はレアアース輸出許可制を導入

洪水発生頻度気候変動シナリオ

約２倍２℃上昇時

２.自然再生や人と自然が共生する社会づくり１．徹底した省エネ・クリーンエネルギーへの移行、
再エネの供給拡大等の国土交通GXの推進

３.再生資源を利用した生産システムの構築 ４.環境資源を基軸とした地域の経済社会づくり

・ハード・ソフト一体となった気候変動適応策(治水計画の見
直し、流域治水の加速化・深化、防災気象情報の精度向上)
・生活環境向上に資するヒートアイランド・暑熱対策

５.気候変動に適応できる社会の形成

・環境価値の見える化(輸送段階のGHG排出削減量の可視化等)
・環境価値を評価・認証する仕組みの活用・充実(優良緑地確保
計画認定制度(TSUNAG)の運用、輸送事業者の削減努力が適
切に評価される仕組みの検討等)
・クレジットの創出・活用(ブルーカーボン由来のカーボンクレジット
制度の充実、運輸部門カーボンクレジットや自然クレジットの検討等）
・グリーン製品等の公共調達促進
・国民・企業の行動変容(公共交通の利用、荷主と連携したグリー
ン物流活用等)

７.グリーン社会を支える体制・基盤づくり

等等等

等

＜グリーンインフラの活用が当たり前の社会に＞

○あらゆる国土交通政策の立案・実行において、環境政策との整合を図り、予算・税制・
法令等の様々な手段を用いて政策を展開

○環境政策が目指すウェルビーイングの向上を図りながら、国土交通省の任務を果たす

①多様な主体による連携・協働 ②分野間連携による相乗効果
③産業競争力強化との両立 ④予見可能性の確保(民間投資促進)
⑤社会課題との同時解決 ⑥新技術・DXの活用 ⑦国際展開

横断的
視点

○洪水発生頻度の予測

７つの重点分野

＜環境対策は地域の成長戦略＞＜国家戦略である循環経済への移行を加速＞

＜気候変動の緩和と適応は車の両輪＞

＜広く国民が負担を分かち合う社会・市場づくり＞

等

等

＜くらしや経済の現場から脱炭素化を拡大＞

毎年度、本計画の実施状況を
フォローアップし、施策を充実

○G7札幌 環境大臣会合(2023)
→幸福などの恩恵をもたらすNbSの重要性強調
○昆明・モントリオール生物多様性枠組
（2022）
→30by30を国際的目標として設定

循
環
資
源
の
利
用
拡
大

長
寿
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化
等
に
よ
る

廃
棄
物
の
発
生
抑
制

老朽化製造

使用

再利用
・

リサイクル

原
材
料

廃棄物
（発生抑制）

資源投入
（投入量削減）

○GX推進戦略
→脱炭素と産業競争力強化・経済成長を両立
するGXの推進
○情報開示
→TCFD等、情報開示の動きが加速化

＜EV充電施設の設置を促進＞

イ
ン
フ
ラ

×

輸
送
モ
ー
ド

＜次世代自動車の普及促進＞

自然環境を活かした
まちづくり 雨庭

石
透水シート
雨水浸透
人工土壌
現地地盤

雨水

６.環境価値が評価される市場創出

（高速道路SA・PA）

主 な 社 会 課 題

基本
方針

2

循環資源の利用の拡大 ー下水汚泥資源の肥料利用の推進

• 2030年目標として、堆肥・下水汚泥資源の

使用量を倍増。

• 肥料の使用量（リンベース）に占める国内資

源の利用割合を40％とする（2021年 25％）

○ 下水汚泥は、地産地消可能な貴重な国内資源。

○ 農水省と連携したシンポジウムや、肥料の流通

経路の確保に向けたマッチング支援等により、

下水汚泥資源の肥料利用の拡大を推進。

○ 公園や緑地等における下水汚泥の肥料利用

促進に向けて、省内関係部局等と連携。

3

島根県【コンポスト化】
≪宍道湖西部浄化センター≫
令和５年度B-DASHにより施設整備。
縦型密閉発酵槽による下水汚泥の
肥料化技術に関する実証事業

令和５年度補正B-DASHによ
り施設整備。リン吸着バイオ炭
によるリン回収及び炭素貯留技
術の実証事業

≪松永浄化センター≫
福山市【リン回収】



循環資源の利用の拡大 ー建設リサイクルの高度化

4

○建設廃棄物由来の再生資材の需給等の実態調査を踏まえ、

需要拡大のための取組を推進していく。

○また、需要を踏まえて、

水平リサイクルの推進や

CO2排出抑制等のリサイクル

の質の向上を図っていく。

○再生資源である建設発生土の官民一体と

なった相互有効利用のマッチングを強化し、

現場内・工事間利用等の有効利用を推進。

建設廃棄物のリサイクル推進

建設発生土の有効利用促進

有効利用

再生アスファ
ルト合材

道路舗装
（表層・基層）

アスファルト・
コンクリート塊

＜水平リサイクルのイメージ＞

2030年目標として、本邦航空会社における

燃料使用量の10％をSAFに置き換える。

循環資源の生産の拡大

5

○SAFサプライチェーンの構築や国産SAFの

国際認証取得によるSAFの導入促進。

産業副産物等を利用したブルーインフラの整備

SAF（持続可能な航空燃料）の導入促進

木質バイオマス廃食油

＜SAF原料のイメージ＞

規格外ココナッツ

〇CO2吸収源対策に資する藻場等の基盤となる

浅場・干潟や生物共生型港湾構造物の造成において、

港湾工事等で発生する浚渫土砂やスラグ等の産業副産物の有効活用を促進。

生物共生型港湾
構造物（藻場造成
ユニット）の造成

発生する浚渫土砂を
活用した干潟の造成

航路等を確保するため
浚渫を実施

鉄鋼の生産過程で
発生する産業副産物

（製鋼スラグ）



長寿命化等による廃棄物の発生抑制 ー長く使える住宅ストックの形成

6

2030年目標として、認定長期優良住宅のストック数約250万戸とする。
（2025.3累計実績約174万戸）

○ 住宅の構造や設備について、耐久性、維持管理容易性等

の性能を備えた住宅（長期優良住宅）の普及促進。

※2024年度認定件数：新築約１５万戸(新設戸建ての住宅着工戸数に対する割合は約39%) 

○ 耐震性・省エネルギー性能・バリアフリー性能等
を向上させるリフォームを推進。

長寿命化等による廃棄物の発生抑制 ー空き家等の有効活用

7

○ 空き家や空き地、マンションの空き室の流通の促進のため、

令和６年６月に策定した「不動産業による空き家対策推進プログラム」を推進。

○ 改正空家法に基づく取組等による、空き家の適切な管理や空き家の活用を促進。

（例）地域活性化のため、空き家を地域交流施設に活用



長寿命化等による廃棄物の発生抑制
ー インフラの長寿命化に向けた持続可能なメンテナンスサイクルの構築

8

〇 「予防保全型」のインフラメンテナンスへの早期転換を図り、

損傷が軽微なうちに修繕すること等により、建設廃棄物の発生抑制を実現。

動静脈物流を支える連携の促進
ー港湾を核とした物流システムの構築による広域的な資源循環の促進

9

○ 物流機能や高度なリサイクル技術を有する産業の集積を有する港湾を

「循環経済拠点港湾（サーキュラーエコノミーポート）」として選定・整備。



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


